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住所／〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖 390 

電話／086(422)6211 FAX／086(422)6276 

18 August 2017 

瀬戸内高速道路利用協同組合瀬戸内高速道路利用協同組合瀬戸内高速道路利用協同組合瀬戸内高速道路利用協同組合    

【雑感】今月、岡山県にある渋川動物公園のゾウガメ「アブー」
が脱走し話題になりました。逃げ足も遅く、あの大きな体、す
ぐに⾒つかりそうなのに・・・懸賞⾦が付くほどの大捜索！ 
⾏⽅不明から約２週間後に無事発⾒されました。発⾒までの間
どんなふうに過ごしていたのか気になりますね。最近、物騒な
事件が多い中、心和ませる話題でほのぼのさせて貰いました。 

 

 

■■■■■■■■■■■■    ＥＴＣＥＴＣＥＴＣＥＴＣマイレージカードマイレージカードマイレージカードマイレージカード更新更新更新更新についてについてについてについて    ■■■■■■■■■■■■    

 
〜ＥＴＣマイレージカードをご利⽤の⽅〜   

    

    

 

 

請求書所属変更について請求書所属変更について請求書所属変更について請求書所属変更について    

    

請求書の所属の変更については、現在 ETC（⾼速料⾦）カードに
ついては毎月５日、FC（ガソリン）カードについては毎月３日が
最終提出日となっております。提出の厳守をお願いいたします。
また⾞両⼊替の際に移動が同時発生すると届を忘れがちになりま
すので、入替申請と同時に「移動届」の提出をお願いします。 

現在ご利⽤頂いておりますＥＴＣマイレージカードは、来年２０１８年３月をもって有効期限が 
満了いたします。２０１８年４月以降不要なマイレージカードがございましたら、 
2017 年 10 月 15 日までにご連絡くださいますようお願いいたします。 

有効期限の延びた新しいマイレージカードにつきましては来年 2 月 
ごろの発送を予定いたしております。 

ご不明点等がございましたら、当組合までご連絡くださいませ。    ＴＥＬ：086-422-6211 
 

★★★★★★★★貸出カードのご案内貸出カードのご案内貸出カードのご案内貸出カードのご案内★★★★★★★★ 

 破損・紛失の再発⾏申請中や、追加カードが出来上がるまでの期間、⼀時的にご利⽤いただける（当組合
の）貸出カードがございます。修理中の為代⾞で使⽤、出張先でレンタカー使⽤、追加発⾏する程ではない
が、どうしても使う予定が発生した場合等々・・・短期的な場合にご利⽤いただけます。 

必要な場合は、お気軽にお申し付けくださいませ。 
 

トレーラー通行時の車載器による料金案内料金案内料金案内料金案内が変更となりました 

平成２９年６月３日からの新料⾦導⼊に伴い、４月下旬よりトレーラー通⾏時の⾞載器による料⾦案内が変更になりました。 

 阪神高速 けん引⾞両及びトラクター（トレーラー）ヘッド⾞でのＥＴＣ無線通⾏について 
詳しくは⇒ http://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/ryoukin/etc_guide/tractor_head.html 

２軸トレーラー⾞の場合、 
けん引の有無に関わらず、⾞載器からは中型⾞料⾦の案内。 

３軸トレーラー⾞の場合、 
けん引の有無に関わらず、⾞載器からは⼤型⾞料⾦の案内。 

    

ご請求については、実際のけん引状態に応じて、該当の⾞
種料⾦のご請求となります。トレーラーヘッド単体で走⾏され
た場合は、⾞載器による料⾦案内通りの料⾦のご請求となります。 

２軸ヘッド ３軸ヘッド ２軸ヘッド ３軸ヘッド

普通車 大型車 中型車 大型車

ヘッド単体走行 普通車 大型車 中型車 大型車

+１軸けん引 大型車 大型車 大型車 特大車

+２軸けん引 大型車 大型車 特大車 特大車

ごごごご

請請請請

求求求求

額額額額

６月２日まで ６月３日以降

利用証明書の印字料金

トレーラーでの例トレーラーでの例トレーラーでの例トレーラーでの例

 


